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議事内容 

 

議案 

第４１号 日野市立学校の学校医等の委嘱について 

第４２号 令和 8 年度日野市教育委員会所管予算案の決定について 

第４３号 日野市まなびあい審議会の設置に関する条例の提出について 

第４４号 日野市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例の提 

出について 

第４５号 第 11 期日野市郷土資料館協議会委員の任命について 

第４６号 教育管理職の異動（内申）について 

第４７号 いじめ防止対策推進法第 28 条第１項に基づく調査について 

 

請願審査 

第 7-12 号 石垣市議会保守派が通した「"君が代"を歌えるか、音楽で習ったか 

等、小中学生に直接調査させる決議」を、同市教委が不実施議決し  

た際の論点を、本市の教職員に周知頂くよう求める等の請願 

 

報告事項 

第２９号 行政情報の公開請求 
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（議事の要旨） 

開始１４時００分 

 

［白石教育長］ 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和７年度第１１回教育委員会定例会

を開会いたします。 

 本日は、傍聴を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認め、傍聴を許可いたします。 

 本日の議事録署名は、岩下委員にお願いをいたします。 

 本日の案件は、追加案件も含めまして、議案７件、請願審査１件、報告事項１件です。 

 会議の進め方ですが、請願第７－１２号は、議事の最後に審査したいと思います。 

 また、議案第４２号、４３号、４４号、４６号及び４７号は公開しない会議とし、請願

審査の後に審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認め、請願第７－１２号の審査は、公開する議事の最後に行います。 

 また、会議規則第１０条により、議案第４２号、４３号、４４号、４６号及び４７号は

公開しない会議とし、請願審査の後に審議をいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 議案第４１号 日野市立学校の学校医等の委嘱について、事務局より提案理由の説明を

お願いします。学務課長。 

 

○議案第４１号 日野市立学校の学校医等の委嘱について 

 

［石原学務課長］ 

 学務課長でございます。 

 議案書１ページをお開きください。議案第４１号 日野市立学校の学校医等の委嘱につ

いてでございます。 

 提案理由でございます。令和８年３月３１日をもって日野市立学校の学校医等の任期が

満了となるため、令和８年度、９年度の学校医等を委嘱するものでございます。 

 議案書２ページをお開きください。委嘱者一覧でございます。２ページから３ページに

かけては小学校の委嘱者となっておりまして、各校それぞれ、内科、眼科、耳鼻科、歯科、

薬剤師の一覧となっております。 

 続きまして４ページをお開きください。こちらは中学校の委嘱者でございます。 

 次に、議案書５ページをお開きください。こちらは幼稚園の内科、歯科の委嘱者となっ

ております。 

 任期でございますが、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までの２年間となっ
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ております。 

 説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問がございましたらお願いをいたします。質問はございませんか。 

 なければ、御意見を伺います。御意見はございませんか。 

 なければ、御質問・御意見はこれにて終結いたします。 

 お諮りいたします。日野市立学校の学校医等の委嘱についてを原案のとおり決定するこ

とに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

 議案第４５号 第１１期日野市郷土資料館協議会委員の任命について、事務局より提案

理由の説明をお願いします。教育部参事。 

 

○議案第４５号 第１１期日野市郷土資料館協議会委員の任命について 

 

［飯倉教育部参事］ 

 議案第４５号 第１１期日野市郷土資料館協議会委員の任命について御説明いたします。

議案書２３ページをお開きください。 

 提案理由でございます。第１０期日野市郷土資料館協議会委員の任期が令和８年３月３

日で終了となるため、第１１期委員を新たに任命するものでございます。 

 議案書２４ページを御覧ください。任命する委員の氏名、住所、選出区分、期別につい

ては、記載のとおりでございます。なお、公募市民は、公募を行い、作文による選考を行

った結果選出された方となります。 

 任期は、令和８年３月４日から令和１０年３月３日までの２年間でございます。 

 議案書２５ページは、関係法令を抜粋して記載するものでございます。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

［白石教育長］ 

 事務局からの説明が終了いたしました。 

 御質問がございましたらお願いをいたします。 

 真野委員。 

［真野委員］ 

 御説明の中でありました公募市民の方なんですが、公募の状況を教えていただければと

思います。 

［白石教育長］ 

 教育部参事。 

［飯倉教育部参事］ 

 公募市民につきましては、応募者が３名ございました。提出していただきました作文、
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応募の動機及び日野市における郷土資料館の役割について、選考の委員会を設けて選考し

た結果、上位２名の方を選出したものでございます。 

 以上です。 

［白石教育長］ 

 ほかに御質問はございませんか。 

 なければ、御意見を伺います。御意見はございませんか。 

 なければ、御質問・御意見はこれにて終結いたします。 

 お諮りいたします。第１１期日野市郷土資料館協議会委員の任命についてを原案のとお

り決定することに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

 報告事項第２９号 行政情報の公開請求、事務局より報告をお願いします。庶務課長。 

 

○報告事項第２９号 行政情報の公開請求 

 

［釜堀庶務課長］ 

 庶務課長でございます。 

 議案書３７ページを御覧ください。報告事項第２９号 行政情報の公開請求について

報告させていただきます。 

 次ページをお開き願います。請求日、決定日、請求件名、決定内容は記載のとおりで

ございます。 

 報告は以上でございます。 

［白石教育長］ 

 事務局からの報告が終了いたしました。 

 御質問・御意見がございましたらお願いいたします。よろしいですか。 

 なければ、報告事項第２９号を終了いたします。 

 請願第７－１２号 石垣市議会保守派が通した「“君が代”を歌えるか、音楽で習ったか

等、小中学生に直接調査させる決議」を、同市教委が不実施議決した際の論点を、本市の

教職員に周知頂くよう求める等の請願、事務局より説明をお願いします。庶務課長。 

 

○請願第７－１２号 石垣市議会保守派が通した「“君が代”を歌えるか、音楽で習ったか

等、小中学生に直接調査させる決議」を、同市教委が不実施議決した際の論点を、本市の

教職員に周知頂くよう求める等の請願 

 

［釜堀庶務課長］ 

 議案書３３ページを御覧ください。請願番号、請願第７－１２号、受付年月日、令和８

年１月８日、件名、請願者の住所・氏名は記載のとおりでございます。 

 次ページ３４ページから３６ページまでが請願の要旨でございます。 
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 説明は以上でございます。 

［白石教育長］ 

 請願者より申出がありましたので、請願の事情を述べていただきますが、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 事務局は請願者を席に御案内してください。 

 それでは、請願者は５分程度で請願の事情を述べてください。 

［請願者］ 

 沖縄県石垣市議会が、児童が“君が代”を歌えるかとかそういう、児童に直接調査する

という、本当におかしなことを決議してしまった後、私は、１回請願を出しました、１次

請願ですね。その後、教育委員会のほうでその市議会決議は拒否するというか、そういう

ようなことがありましたので、また請願を出したということです。 

 この３４ページで書いてあることですが、１ページ目ですけど、ここのところに書いた、

白石さんはこの前、我が日野市ではあまりこういう例がないということでしたが、ちょう

ど２０年ぐらい前、宇田川さんよりも１０代ほど前の指導室長だった＿＿さんという方が、

後、わいせつで逮捕ということになるわけですけど、この方が、右翼的な市議会議員に、

“君が代”をやる音楽の授業の日程を公聴会で書かせて、それをコピーして渡すという、

とんでもないこと、癒着ですよね、政官癒着というか、やっちゃったので、そういう事実

が日野市ではあるということを言った上で、２ページ目の２－２のところです。 

 ここは、定例会のほうで、生徒への直接の調査は実施しないと決めたとき、教育委員の

方々が、１番に書いてある、生徒への調査強制になると。それから２番目に、市議会の決

議は法的拘束力を持つものではない。これ、ぜひ参考にしてほしいと思います、さっき＿

＿さんの件もありますので。やっぱり、教育の中立性という上から、従えないと。３番目

に、調査実施で教育現場が混乱するというような反対意見を述べております。提案として、

この１番から３番のような、石垣市の教育委員会の方々の意見は、ぜひ本市の教員にも伝

えてほしい。 

 それから、２－３でございますが、ここは、この友寄さんという方は、勝手に学校の門

の外でやったのか、あるいは、保護者を通してと言っているんだけど、自分の支援者の保

護者を通してか、勝手に児童生徒に直接調査を、５０人ぐらいにしかすぎませんが、やっ

たようでございます。ただ、﨑山さんという石垣の教育長は、そういうようないいかげん

な調査は全く取り入れないとおっしゃってくださって、これはいいなと思っています。 

 それから３ページ目でございますが、この３つほど丸がつけてあること、これは本市で

も参考にしてほしいと思います。今言った、いいかげんなアンケートは論外だと。それか

ら２つ目の丸、一般論として、学習指導要領というのは教員に課したものであって、子ど

もたちに歌えるようにと課すものじゃないと。それから３つ目に、大きな声で歌っている

かということを調査するのはやっぱり、内心の自由に触れると。こういう３点を﨑山教育

長という方が答弁しているので。ただ、その後のバツ印はあまり参考にしないでほしいと。 

 ２－４でございますが、これは、文科省が今の指導要領を２００８年に変えた後の２０
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１７年の指導要領。これはかなり、それこそ政官癒着というか、衛藤晟一さんという参院

議員と文科省の高橋さん、合田さんとの２人の非常に癒着の中で、「歌えるように」が入っ

ちゃったということができましたので、あまり歌えるようにはこだわらないでほしいと。 

 それから、最後から２つ目、２－５のところです。ここのところで、友寄さんという方

は、低学年が高学年のまねをして歌えるようにという、指導要領の解説を引いているかの

ようなところがありますけれども、これは非常に物まねですので、しかも小学生の低学年

は分かりません、天皇の意味も。ですから、こういう答弁はあまり不適切だと。 

 最後に２－６です。ここは、２番手の質問に立った立憲民主党系の長浜信夫さんという

方が、非常に校長が怒っていると。教育現場にこの右翼の市議会議員たちは余分な問題を

持ち込まないでほしいと嘆いていたと言っておられましたので、市議会の中で。ぜひこれ

を参考にしてほしいと。同調圧力がかかるのはやっぱりよくないと言っておりました。 

 最後、長沢さんの発言は、昭和天皇の裕仁氏が身分を保全したいために無条件降伏を遅

らせて、唯一の沖縄戦などをもたらしたという、そういう沖縄の方の代表の声ですから、

沖縄に密接な関係のある方ですから、その重みはやっぱり本市の小中学生にも伝えてほし

いと。 

 以上でございます。一生懸命やりましたので、質問をぜひお願いします。 

［白石教育長］ 

 では、請願者、傍聴席にお戻りください。 

 この件につきまして御質問がございましたらお願いをいたします。 

 なければ、御意見を伺います。御意見はございませんか。 

 髙木委員。 

［髙木委員］ 

 本請願は、私自身、不採択と考えます。その理由についてですが、本請願に、具体的事

実と請願、提言、分析事項として、請願者グループで共有する考え方が述べられています。

請願書などをよく読ませていただきました。また、ただいまありました請願者自身による

説明を伺っても、請願事項について日野市教育委員会として採択すべき具体的な背景や理

由が理解できないこと、以上の観点で本請願は不採択と考えます。 

 以上です。 

［白石教育長］ 

 ほかに意見はございませんか。 

 真野委員。 

［真野委員］ 

 先ほど御説明、ありがとうございました。事前に、３ページにわたる請願内容もしっか

り読ませていただきました。その上で、この請願内容は請願者の考えに基づく一方的な主

義・主張でありまして、日野市の教育委員会がこの請願を採択するに当たる正当な理由が

私は読み取れませんでした。 

 したがいまして、私は不採択と判断いたしました。 

 以上です。 

［白石教育長］ 
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 ほかに意見はございませんか。 

 それでは私から意見を述べさせていただきます。先ほど請願者は、学習指導要領は教員

を対象にしたものであり、子どもたちに歌えるようにするものではないというような発言

がございましたが、現学習指導要領には、国歌「君が代」はいずれの学年においても歌え

るよう指導するものであると記述がされております。公教育は学習指導要領に基づき指導

するものであり、それに基づいて、日野の学校においても指導しているところであります。

教育は政治的に中立であることは当たり前のことでございますが、学習指導要領を守って

行うということに大きな齟齬（そご）はないものと考えております。 

 また、この請願を採択する、日野市の教育委員会としての正当な理由は、見当たらない

ことから、私も不採択と考えます。 

 ほかに意見ございませんか。 

 皆様の意見としては、不採択という意見が多いようですので、本請願を不採択とするこ

とにしたいと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしということですので、請願第７－１２号については、不採択とすることに決定

をいたしました。 

 これより議案第４２号、４３号、４４号、４６号、４７号の審議に入りますが、本件に

つきましては公開しない会議といたしますので、関係職員以外の事務局説明員は退席して

も差し支えないと思います。異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

［白石教育長］ 

 異議なしと認めます。関係職員以外の事務局説明員と傍聴者の方は退席をお願いいたし

ます。 

（関係者以外退室） 

 

閉会１４時１６分 


